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(57)【要約】
【課題】映像音声再生機器が増幅機器を介して映像音声
出力機器にＨＤＭＩ接続される場合、映像音声出力機器
と増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形式
の内容を表示させることができる映像音声機器接続シス
テムを提供する。
【解決手段】光ディスク再生装置とＴＶとがＨＤＭＩケ
ーブルにより接続されると、ＴＶからのＥＤＩＤが取得
され、第１のＥＤＩＤとしてメモリに保存される。次に
アンプがＨＤＭＩケーブルにより光ディスク再生装置に
接続されると、アンプからのＥＤＩＤが取得され第２の
ＥＤＩＤとしてメモリに保存される。この後、第１のＥ
ＤＩＤと第２のＥＤＩＤとが比較され両ＥＤＩＤが不一
致としたときＴＶとアンプとが互いに対応していない解
像度／音声形式の内容が読み取られ、その内容がコメン
ト表示される。これにより、光ディスク再生装置の相手
機器が何れの解像度／音声形式に対応しているかが直ぐ
に分かる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像音声信号を再生するＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器と、入力された映像音声信号
に基づいて映像および音声を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声出力機器と、前記映像音声
再生機器と前記映像音声出力機器との間に接続されたＨＤＭＩ対応の増幅機器とを含み構
成された映像音声機器接続システムにおいて、
　前記映像音声再生機器と前記映像音声出力機器とが接続されたときに前記映像音声出力
機器からのＥＤＩＤを取得してメモリに第１のＥＤＩＤとして保存する第１のＥＤＩＤ取
得保存手段と、
　前記映像音声再生機器と前記増幅機器とが接続されたときに前記増幅機器からのＥＤＩ
Ｄを取得して前記メモリに第２のＥＤＩＤとして保存する第２のＥＤＩＤ取得保存手段と
、
　前記第１のＥＤＩＤと前記第２のＥＤＩＤとを比較するＥＤＩＤ比較手段と、
　前記比較により両ＥＤＩＤが不一致と判定されたときに前記映像音声出力機器と前記増
幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形式の内容を読み取る解像度／音声形式内
容読取手段と、
　前記読み取られた解像度／音声形式の内容を表示手段にコメント表示するコメント表示
手段と、を有する解像度／音声形式判定部を前記映像音声再生機器に設けたことを特徴と
する映像音声機器接続システム。
【請求項２】
　映像音声信号を再生するＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器と、入力された映像音声信号
に基づいて映像および音声を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声出力機器と、前記映像音声
再生機器と前記映像音声出力機器との間に接続されたＨＤＭＩ対応の増幅機器とを含み構
成された映像音声機器接続システムにおいて、
　前記映像音声出力機器からのＥＤＩＤと前記増幅機器からのＥＤＩＤとを比較して両Ｅ
ＤＩＤが不一致と判定したときに、前記映像音声出力機器と前記増幅機器とが互いに対応
していない解像度／音声形式の内容を読み取り、表示手段にコメント表示する解像度／音
声形式判定部を前記映像音声再生機器に設けたことを特徴とする映像音声機器接続システ
ム。
【請求項３】
　前記解像度／音声形式判定部は、前記映像音声再生機器と前記映像音声出力機器とが接
続されたときに前記映像音声出力機器からのＥＤＩＤを取得してメモリに第１のＥＤＩＤ
として保存する第１のＥＤＩＤ取得保存手段と、前記映像音声再生機器と前記増幅機器と
が接続されたときに前記増幅機器からのＥＤＩＤを取得して前記メモリに第２のＥＤＩＤ
として保存する第２のＥＤＩＤ取得保存手段と、前記第１のＥＤＩＤと前記第２のＥＤＩ
Ｄとを比較するＥＤＩＤ比較手段と、前記比較により両ＥＤＩＤが不一致と判定されたと
きに前記映像音声出力機器と前記増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形式の
内容を読み取る解像度／音声形式内容読取手段と、前記読み取られた解像度／音声形式の
内容を表示手段にコメント表示するコメント表示手段とを有することを特徴とする請求項
２に記載の映像音声機器接続システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像音声信号を再生するＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器と、入力された映
像音声信号に基づいて映像および音声を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声出力機器と、前
記映像音声再生機器と前記映像音声出力機器との間に接続されたＨＤＭＩ対応の増幅機器
とを含み構成された映像音声機器接続システムに関し、特に、前記映像音声出力機器と前
記増幅機器との解像度および音声形式がそれぞれ対応しているかの判定を行う処理に関す
る。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、映像音声再生機器として、例えば、光ディスク再生装置（ＤＶＤプレイヤ）や光
ディスク記録再生装置（ＤＶＤレコーダ）あるいはハードディスクレコーダなどが普及し
ており、これらの映像音声再生機器に用いる映像音声出力機器としては、テレビジョン受
像機などが知られている。テレビジョン受像機の表示画面の超高精細化は、液晶パネル製
造技術の進歩によって著しく発展して、非常に膨大な情報量のビデオデータを高精細に表
示することが可能になった。このようなテレビジョン受像機では、非常に多くのビデオデ
ータおよびオーディオデータを、映像音声再生機器から送信させるため、ＨＤＭＩ（High
 Definition Multimedia Interface）と言うインターフェイスが用いられている。
【０００３】
　ＨＤＭＩは、映像音声再生機器からテレビジョン受像機やプロジェクタなどのレシーバ
機器へビデオデータおよびオーディオデータを伝送するためのインターフェイスである。
ＨＤＭＩは、従来の規格であるＤＶＩ（Digital Visual Interface for Computer）Ver1.
0を拡張したものである。具体的には、ＤＶＩはビデオデータのみを送信する規格のイン
ターフェイスであるのに対し、ＨＤＭＩは、ビデオデータの他、オーディオデータおよび
その他のデータもひとつのケーブルで送信できる規格のインターフェイスである。更に、
ＨＤＭＩは、高品質のマルチチャンネルのオーディオデータと高解像度の各種フォーマッ
トのビデオデータの伝送が可能である。
【０００４】
　ＨＤＭＩは、ＤＤＣ（Display Data Channel）通信により、各種の情報（モニタの情報
、例えば、ＥＤＩＤデータ構造など）を伝送するのに用いられることも可能である。ＥＤ
ＩＤ（Extended Display Identification Data）とは、レシーバ機器の受信可能な解像度
、オーディオストリーム情報（音声形式などの情報）、ＨＤＭＩ受信部の持つスピーカ情
報などがある。また、ＨＤＭＩは、ひとつのケーブルでビデオデータおよびオーディオデ
ータを伝送することができ、複数ケーブル接続の煩わしさがなくなるという利点を有して
いる。例えば、光ディスク再生装置などの映像音声再生機器からＣＳＳ（Content Scramb
ling System）におけるコンテンツを出力する場合において、ＨＤＭＩは、ＣＰＡＣ（Cop
y Protection Advisory Council）により承認されている規格のインターフェイスになっ
ている。
【０００５】
　前記ＤＤＣとは、通信形式の名称であり、ビデオデータの表示条件やオーディオデータ
の条件のデータ以外に、ＨＤＭＩモニタに関する他のデータを併せて光ディスク再生装置
などの映像音声再生機器に送信するのに用いられる回線である。ＤＤＣは、光ディスク再
生装置などの映像音声再生機器内の通信線と接続されており、映像音声再生機器とＨＤＭ
Ｉモニタとの間の回線を確立させるために用いられる。前記ＣＳＳは、データを暗号化し
て記録し、再生時に復号化するシステムである。
【０００６】
　ところで、通常、音楽情報や映画情報などは著作権のある情報であり、不正なユーザに
よるコピーなどを防ぐ必要がある。デジタル・オーディオのフォーマットで音楽情報が記
録されたＣＤ－ＤＡ（コンパクト・ディスク－デジタル・オーディオ）ディスクやＭＰ３
などのフォーマットで音楽情報が記録されたＣＤ－ＲＯＭディスクでは、音楽情報に著作
権が必要な場合、予めオーディオデータ内に著作権保護情報が挿入されている。
【０００７】
　このような音楽情報が記録された光ディスクを、前述したＨＤＭＩを採用した光ディス
ク再生装置などに挿入して再生を行うと、光ディスクに記録されたオーディオデータがＨ
ＤＭＩを介してレシーバ機器に送信される。そして、レシーバ機器では、受信したオーデ
ィオデータを所定処理して音声信号に変換し、この音声信号を音声出力部に供給すること
により、スピーカなどから音声が出力される。また、レシーバ機器では、オーディオデー
タ内に著作権保護情報が有ることを検知した場合は、ユーザがそのオーディオデータを記
録媒体に不正にコピーしようとしても記録することができないように処理を行う。
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【特許文献１】特開２００６－２０３７２５号公報
【特許文献２】再表２００４／０９１１９８号公報
【特許文献３】特開２００５－２５０３４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、映像音声信号を再生するＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器（光ディスク再生
装置や光ディスク記録再生装置あるいはハードディスクレコーダなど）と、入力された映
像音声信号に基づいて映像および音声を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声出力機器（テレ
ビジョン受像機やプロジェクタなど）との間に、ＨＤＭＩ対応の増幅機器（アンプ）を接
続して映像音声機器接続システムを構成した場合、例えば、増幅機器は解像度１０８０Ｐ
に対応しているが、テレビジョン受像機が解像度１０８０Ｉに対応して解像度１０８０Ｐ
に対応していないと、テレビジョン受像機は、映像を正常に表示することできなくなる。
また、増幅機器は音声形式Ｄｏｌｂｙに対応しているが、テレビジョン受像機が音声形式
ＰＣＭ（Pulse Code Modulation ）に対応して音声形式Ｄｏｌｂｙに対応していないと、
テレビジョン受像機からは音声が出力することができなくなる。
【０００９】
　このように、映像音声再生機器と映像音声出力機器との間に増幅機器を接続して構成さ
れた従来の映像音声機器接続システムの場合、映像音声出力機器でしか増幅機器の解像度
／音声形式の情報が分からないので、次のような課題が生じる。即ち、従来の映像音声機
器接続システムでは、ユーザが、ＨＤＭＩ対応の増幅機器を、ＨＤＭＩケーブルによりＨ
ＤＭＩ対応の光ディスク再生装置などの映像音声再生機器と、テレビジョン受像機などの
映像音声出力機器との間に接続し、映像音声再生機器を再生動作させたとき、映像音声出
力機器からは、映像が出るが、音声が出ないとか、音声が出るが、映像が出ないという状
態になる場合がある。
【００１０】
　このような場合、従来の映像音声機器接続システムにおいては、ユーザが各機器に添付
されている取扱説明書を見て、当該機器の解像度や音声形式を調べることにより、映像や
音声が出ないことを知ったり、機器のメーカに問い合わせたりして、映像や音声が出ない
ことに対処したりしているので、ユーザにとっては煩わしく面倒であり、また、機器のメ
ーカにとっては、苦情が多くなると言う課題があった。
【００１１】
　なお、特許文献１の従来技術では、複数の映像表示装置（映像音声出力機器に相当）ま
たはＡＶアンプ装置（増幅機器に相当）間で、ＨＤＭＩ接続した時に通常のソフトウェア
を起動している状態で接続すると問題が発生し、映像が正しく出力できない場合があるの
を防ぐため、映像信号出力装置（映像音声再生機器に相当）においてソフトウェアの起動
内容を変更するようにしているが、ＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器とＨＤＭＩ対応の映
像音声出力機器との間に、ＨＤＭＩ対応の増幅機器を接続して映像音声機器接続システム
を構成した場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形
式があったときの対処の仕方については開示されていない。
【００１２】
　特許文献２の従来技術では、ＯＳＤ合成画像複合装置に、異なる画像解像度フォーマッ
トを持つ表示機器（映像音声出力機器に相当）を同時に複数接続した場合でも、それぞれ
の画像解像度フォーマットに合わせた画像データを各表示機器から出力できるようにして
いるが、この従来技術も、ＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器とＨＤＭＩ対応の映像音声出
力機器との間に、ＨＤＭＩ対応の増幅機器を接続して映像音声機器接続システムを構成し
た場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形式があっ
たときの対処の仕方については開示されていない。
【００１３】
　特許文献３の従来技術では、下位インターフェイスによって映像信号がディスプレイ装
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置に入力されたときには、音声ケーブルの接続を促すメッセージを出力するようにしてい
るが、この従来技術も、ＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器とＨＤＭＩ対応の映像音声出力
機器との間に、ＨＤＭＩ対応の増幅機器を接続して映像音声機器接続システムを構成した
場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形式があった
ときの対処の仕方については開示されていない。
【００１４】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、映像音声再生機器が増
幅機器を介して映像音声出力機器にＨＤＭＩ接続される場合、映像音声出力機器と増幅機
器とが互いに対応していない解像度／音声形式の内容を表示させることができる映像音声
機器接続システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、映像音声信号を再生するＨＤＭＩ対応
の映像音声再生機器と、入力された映像音声信号に基づいて映像および音声を出力するＨ
ＤＭＩ対応の映像音声出力機器と、前記映像音声再生機器と前記映像音声出力機器との間
に接続されたＨＤＭＩ対応の増幅機器とを含み構成された映像音声機器接続システムにお
いて、前記映像音声再生機器と前記映像音声出力機器とが接続されたときに前記映像音声
出力機器からのＥＤＩＤを取得してメモリに第１のＥＤＩＤとして保存する第１のＥＤＩ
Ｄ取得保存手段と、前記映像音声再生機器と前記増幅機器とが接続されたときに前記増幅
機器からのＥＤＩＤを取得して前記メモリに第２のＥＤＩＤとして保存する第２のＥＤＩ
Ｄ取得保存手段と、前記第１のＥＤＩＤと前記第２のＥＤＩＤとを比較するＥＤＩＤ比較
手段と、前記比較により両ＥＤＩＤが不一致と判定されたときに前記映像音声出力機器と
前記増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形式の内容を読み取る解像度／音声
形式内容読取手段と、前記読み取られた解像度／音声形式の内容を表示手段にコメント表
示するコメント表示手段とを有する解像度／音声形式判定部を前記映像音声再生機器に設
けたことを特徴とする映像音声機器接続システムを提供する。
【００１６】
　この構成においては、映像音声再生機器と映像音声出力機器とがＨＤＭＩケーブルによ
り接続されると、第１のＥＤＩＤ取得保存手段は、映像音声出力機器からのＥＤＩＤを取
得して、このＥＤＩＤを第１のＥＤＩＤとしてメモリに保存する。次に、映像音声出力機
器に代わり増幅機器がＨＤＭＩケーブルにより映像音声再生機器に接続されると、第２の
ＥＤＩＤ取得保存手段は、増幅機器からのＥＤＩＤを取得して、このＥＤＩＤを第２のＥ
ＤＩＤとしてメモリに保存する。次に、ＥＤＩＤ比較手段は、メモリに保存されている第
１のＥＤＩＤと第２のＥＤＩＤとを比較し、両ＥＤＩＤが不一致としたと判定したときは
、解像度／音声形式内容読取手段は、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応してい
ない解像度／音声形式の内容を読み取る。コメント表示手段は、前記読み取られた対応し
ていない解像度／音声形式の内容を表示手段にコメント表示する。
【００１７】
　この構成によれば、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した映像音声出力機器の解像度／
音声形式と、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した増幅機器の解像度／音声形式とが不一
致であった場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形
式の内容を表示させることができるので、ユーザにとっては、映像音声再生機器にＨＤＭ
Ｉ接続される映像音声出力機器や増幅機器の対応している解像度／音声形式を調べるのに
取扱説明書を見る必要がなくなり、映像音声再生機器の相手機器が何れの解像度／音声形
式に対応しているかが直ぐに分かり、メーカへの苦情の回避もできる。
【００１８】
　請求項２の発明は、映像音声信号を再生するＨＤＭＩ対応の映像音声再生機器と、入力
された映像音声信号に基づいて映像および音声を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声出力機
器と、前記映像音声再生機器と前記映像音声出力機器との間に接続されたＨＤＭＩ対応の
増幅機器とを含み構成された映像音声機器接続システムにおいて、前記映像音声出力機器
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からのＥＤＩＤと前記増幅機器からのＥＤＩＤとを比較して両ＥＤＩＤが不一致と判定し
たときに、前記映像音声出力機器と前記増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声
形式の内容を読み取り、表示手段にコメント表示する解像度／音声形式判定部を前記映像
音声再生機器に設けたことを特徴とする映像音声機器接続システムを提供する。
【００１９】
　この構成においては、映像音声出力機器からのＥＤＩＤと増幅機器からのＥＤＩＤとが
比較され、両ＥＤＩＤが不一致と判定されたときに、映像音声出力機器と増幅機器とが互
いに対応していない解像度／音声形式の内容が読み取られ、表示手段にコメント表示され
る。
【００２０】
　この構成によれば、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した映像音声出力機器の解像度／
音声形式と、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した増幅機器の解像度／音声形式とが不一
致であった場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない解像度／音声形
式の内容を表示させることができるので、ユーザにとっては、映像音声再生機器にＨＤＭ
Ｉ接続される映像音声出力機器や増幅機器の対応している解像度／音声形式を調べるのに
取扱説明書を見る必要がなくなり、映像音声再生機器の相手機器が何れの解像度／音声形
式に対応しているかが直ぐに分かり、メーカへの苦情の回避もできる。
【００２１】
　請求項３の発明では、請求項２の発明において、前記解像度／音声形式判定部は、前記
映像音声再生機器と前記映像音声出力機器とが接続されたときに前記映像音声出力機器か
らのＥＤＩＤを取得してメモリに第１のＥＤＩＤとして保存する第１のＥＤＩＤ取得保存
手段と、前記映像音声再生機器と前記増幅機器とが接続されたときに前記増幅機器からの
ＥＤＩＤを取得して前記メモリに第２のＥＤＩＤとして保存する第２のＥＤＩＤ取得保存
手段と、前記第１のＥＤＩＤと前記第２のＥＤＩＤとを比較するＥＤＩＤ比較手段と、前
記比較により両ＥＤＩＤが不一致と判定されたときに前記映像音声出力機器と前記増幅機
器とが互いに対応していない解像度／音声形式の内容を読み取る解像度／音声形式内容読
取手段と、前記読み取られた解像度／音声形式の内容を表示手段にコメント表示するコメ
ント表示手段とを有することを特徴とする。
【００２２】
　したがって、前記解像度／音声形式判定部は、第１のＥＤＩＤ取得保存処理、第２のＥ
ＤＩＤ取得保存処理、ＥＤＩＤ比較処理、解像度／音声形式内容読取処理、およびコメン
ト表示処理を実現でき、これにより、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した映像音声出力
機器の解像度／音声形式と、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した増幅機器の解像度／音
声形式とが不一致であった場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない
解像度／音声形式の内容を表示させることが可能になる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように本発明によれば、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した映像音声出力機器
の解像度／音声形式と、映像音声再生機器とＨＤＭＩ接続した増幅機器の解像度／音声形
式とが不一致であった場合、映像音声出力機器と増幅機器とが互いに対応していない解像
度／音声形式の内容を表示させることができるので、ユーザにとっては、映像音声再生機
器にＨＤＭＩ接続される映像音声出力機器や増幅機器の対応している解像度／音声形式を
調べるのに取扱説明書を見る必要がなくなり、映像音声再生機器の相手機器が何れの解像
度／音声形式に対応しているかが直ぐに分かり、メーカへの苦情の回避もできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の
一実施形態に係る映像音声機器接続システムの構成を示すブロック図である。ここでは、
映像音声再生機器としては光ディスク再生装置、映像音声出力機器としてはテレビジョン
受像機を例に挙げて説明するが、映像音声再生機器としては光ディスク記録再生装置（Ｄ
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ＶＤレコーダ）やハードディスクレコーダなど、映像音声出力機器してはプロジェクタな
どであっても良い。本実施形態では、光ディスク再生装置とテレビジョン受像機との間に
は、増幅機器としてのアンプが接続されている。
【００２５】
　図１において、光ディスク再生装置１は、装置全体を制御するマイクロコンピュータな
どを含むシステムコントローラ１１と、リモコン４から送信されてきたリモコンコードを
受信するリモコン受信部１２と、リモコン４の操作パネル４２の操作キーの操作キー番号
と該操作キーのリモコンコードをリモコン４に送信するリモコン送信部１３と、システム
コントローラ１１の制御に必要なプログラムやデータなどを記憶したフラッシュＲＯＭ１
４と、文字情報をテレビジョン受像機２に表示させるＯＳＤ（On Screen Display ）回路
１５と、ＤＶＤやＣＤなどの光ディスクの記録情報を再生する再生部１６と、ＨＤＭＩ（
High Definition Multimedia Interface）ケーブルＬ１を介してアンプ３と通信を行うＨ
ＤＭＩ通信部１７と、解像度／音声形式の内容に関するコメントなどを表示する表示手段
としての表示部１８と、解像度／音声形式判定部１９とを備えている。解像度は、例えば
、４８０Ｐ、７２０Ｐ、１０８０Ｐ、１０８０Ｉなどがあり、音声形式は、ＰＣＭ，Ｄｏ
ｌｂｙ，ＭＰＥＧ，音声出力のチャンネル数などがある。
【００２６】
　解像度／音声形式判定部１９は、光ディスク再生装置１とテレビジョン受像機２とが接
続されたときにテレビジョン受像機２からのＥＤＩＤを取得してフラッシュＲＯＭ１４に
第１のＥＤＩＤとして保存する第１のＥＤＩＤ取得保存手段と、光ディスク再生装置１と
アンプ３とが接続されたときにアンプ３からのＥＤＩＤを取得してフラッシュＲＯＭ１４
に第２のＥＤＩＤとして保存する第２のＥＤＩＤ取得保存手段と、前記第１のＥＤＩＤと
前記第２のＥＤＩＤとを比較するＥＤＩＤ比較手段と、前記比較により両ＥＤＩＤが不一
致と判定されたときにテレビジョン受像機２とアンプ３とが互いに対応していない解像度
／音声形式の内容を読み取る解像度／音声形式内容読取手段と、前記読み取られた解像度
／音声形式の内容を表示部１８にコメント表示するコメント表示手段とを有する。
【００２７】
　なお、解像度／音声形式判定部１９は、システムコントローラ１１の機能の一つとして
システムコントローラ１１内に備えても良い。また、コメントをテレビジョン受像機２に
表示させても良いが、光ディスク再生装置１とテレビジョン受像機２との解像度が対応し
ていない場合は、コメントを表示できなくなるので、光ディスク再生装置１の表示部１８
にコメントを表示させる方が好ましい。
【００２８】
　テレビジョン受像機２は、受像機全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部２
１と、制御部２１の制御プログラムや受像機のメーカ名を含む所定形式の識別子データを
有するＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）などを記憶したフラッシュＲ
ＯＭ２２と、映像回路およびディスプレイ装置などを含み映像を表示する映像表示部２３
と、音声回路およびスピーカなどを含み音声を出力する音声出力部２４と、ＨＤＭＩケー
ブルＬ２を介してアンプ３と通信を行うＨＤＭＩ通信部２５とを備えている。
【００２９】
　アンプ３は、例えば、音響装置が５．１チャンネルであれば、図示しない左チャンネル
用スピーカと、右チャンネル用スピーカと、サラウンド左チャンネル用スピーカと、サラ
ウンド右チャンネル用スピーカと、センター用スピーカと、ウーハー用スピーカに接続さ
れている。また、アンプ３はリピータとしての機能も有する。
【００３０】
　リモコン４は、リモコン全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部４１と、操
作キー番号が予め割り当てられ光ディスク再生装置１などを遠隔操作する複数の操作キー
が設けられた操作パネル４２と、操作パネル４２の操作キーに対応したリモコンコードを
光ディスク再生装置１に送信するリモコン送信部４３と、光ディスク再生装置１から送信
されてきたリモコンコードを受信するリモコン受信部４４と、複数のリモコンコードを操
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作パネル４２の操作キーの操作キー番号に対応したアドレスに記憶するフラッシュＲＯＭ
４５とを備えている。
【００３１】
　図２は本実施形態においてリモコンのキー配置の一例を示す図である。図２において、
リモコン４の操作パネル４２には、電源キー４０１、トレイ開閉キー４０２、音量キー４
０３、複数の数字キー４０４、ＤＶＤモード切換キー４０５、ＴＶモード切換キー４０６
、再生リストキー４０７、メニューキー４０８、上方向きー４０９、下方向キー４１０、
左方向キー４１１、右方向キー４１２、決定キー４１３、早戻しキー４１４、停止キー４
１５、再生キー４１６、早送りキー４１７などが配置されている。なお、ここでのキーの
配置や個数は一例であるので、これに限ることはない。
【００３２】
　図３は本実施形態において当該機器が解像度／音声形式が対応していない場合にその内
容を表示させる処理を説明するためのフローチャートである。このフローチャートおよび
図１、図２を参照して当該機器が解像度／音声形式が対応していない場合にその内容を表
示させる処理について説明する。
【００３３】
　先ず、ユーザは、光ディスク再生装置１とテレビジョン受像機（ＴＶ）２とをＨＤＭＩ
ケーブルにより接続する。これにより、光ディスク再生装置１のＨＤＭＩ通信部１７とテ
レビジョン受像機２のＨＤＭＩ通信部２５とが図示しないＨＤＭＩケーブルにより接続さ
れる。次に、ユーザは、リモコン４のＴＶモード切換キー４０６を押下し、更に電源キー
４０１を押下して、テレビジョン受像機２の電源をオンさせる。この後、ユーザは、リモ
コン４のＤＶＤモード切換キー４０５を押下し、更に電源キー４０１を押下して、光ディ
スク再生装置１の電源をオンさせ、光ディスク再生装置１の動作を立ち上げる。
【００３４】
　ＨＤＭＩケーブルは、ＴＭＤＳ（Transition Minimized Differential Signaling）方
式でＨＤＭＩ通信部１７からのビデオデータおよびオーディオデータをテレビジョン受像
機２に送信するためのＴＭＤＳのライン（図示せず）と、光ディスク再生装置１がテレビ
ジョン受像機２との接続の有無を検出するためのＨＰＤ（Hot Plug Detector）のライン
（図示せず）と、光ディスク再生装置１がテレビジョン受像機２からの表示条件の情報を
含む条件情報を取得するためのＤＤＣ（Display Data Channel）のライン（図示せず）と
を備えている。また、ＤＤＣ（Display Data Channel）のライン（図示せず）には、シス
テムコントローラ１１とフラッシュＲＯＭ１４とＲＡＭ（図示せず）とが接続されている
。したがって、光ディスク再生装置１のシステムコントローラ１１は、前記ＨＰＤ（Hot 
Plug Detector）のライン（図示せず）の信号を検出することによりテレビジョン受像機
２と接続されたことを検知する（ステップＳ１）。
【００３５】
　光ディスク再生装置１とテレビジョン受像機２とがＨＤＭＩケーブルにより接続された
ことがシステムコントローラ１１により検知されると、解像度／音声形式判定部１９の第
１のＥＤＩＤ取得保存手段は、ＨＤＭＩケーブル内のＤＤＣ（Display Data Channel）の
ライン（図示せず）、ＨＤＭＩ通信部１７、およびシステムコントローラ１１を介して、
テレビジョン受像機２からのＥＤＩＤを取得して、システムコントローラ１１を介してフ
ラッシュＲＯＭ１４に、その取得したＥＤＩＤを第１のＥＤＩＤとして保存する（ステッ
プＳ２）。
【００３６】
　次に、ユーザは、光ディスク再生装置１にテレビジョン受像機２に代わりアンプ３をＨ
ＤＭＩケーブルＬ１に接続する。これにより、光ディスク再生装置１のＨＤＭＩ通信部１
７とアンプ３の入力側とがＨＤＭＩケーブルＬ１により接続されたことになる。アンプ３
も電源がオンされた後、光ディスク再生装置１のシステムコントローラ１１は、前記ＨＰ
Ｄ（Hot Plug Detector）のライン（図示せず）の信号を検出することにより、アンプ３
と接続されたことを検知する（ステップＳ３）。
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【００３７】
　光ディスク再生装置１とアンプ３とがＨＤＭＩケーブルＬ１により接続されたことがシ
ステムコントローラ１１により検知されると、解像度／音声形式判定部１９の第２のＥＤ
ＩＤ取得保存手段は、ＨＤＭＩケーブル内のＤＤＣ（Display Data Channel）のライン（
図示せず）、ＨＤＭＩ通信部１７、およびシステムコントローラ１１を介して、アンプ３
からのＥＤＩＤを取得して、システムコントローラ１１を介してフラッシュＲＯＭ１４に
、その取得したＥＤＩＤを第２のＥＤＩＤとして保存する（ステップＳ４）。
【００３８】
　次に、解像度／音声形式判定部１９のＥＤＩＤ比較手段は、フレッシュＲＯＭ１４に記
憶されている第１のＥＤＩＤと第２のＥＤＩＤとを比較し（ステップＳ５）、両ＥＤＩＤ
が一致したと判定したときは（ステップＳ６）、解像度／音声形式に関してはコメントを
表示部１８には表示しないが（ステップＳ７）、両ＥＤＩＤが不一致と判定したときは（
ステップＳ６）、解像度／音声形式判定部１９の解像度／音声形式内容読取手段は、フラ
ッシュＲＯＭ１４に記憶されている第１のＥＤＩＤおよび第１のＥＤＩＤに基づいて、テ
レビジョン受像機２とアンプ３とが互いに対応していない解像度／音声形式の内容を読み
取る（ステップＳ８）。
【００３９】
　そして、解像度／音声形式判定部１９のコメント表示手段は、前記読み取られた対応し
ていない解像度／音声形式の内容を表示部１８にコメント表示する（ステップＳ９）。例
えば、アンプ３は、解像度が１０８０Ｐ対応しているが、テレビジョン受像機２が解像度
１０８０Ｉ対応しており、解像度１０８０Ｐ対応していない場合、テレビジョン受像機２
は、アンプ３からの解像度１０８０Ｐの映像信号を入力しても、正常な映像を表示できな
いので、この事をユーザに知らせるため、そのコメント表示手段は、例えば、「アンプは
１０８０Ｐ対応していますが、ＴＶが１０８０Ｐに対応していないため１０８０Ｐ表示で
きません。」と言うようなコメントのデータを、システムコントローラ１１を介してフラ
ッシュＲＯＭ１４から読み出し、ＯＳＤ回路１５でＯＳＤ処理して、「アンプは１０８０
Ｐ対応していますが、ＴＶが１０８０Ｐに対応していないため１０８０Ｐ表示できません
。」と言うコメントを表示部１８に表示する（ステップＳ９）。
【００４０】
　以上説明したように本実施形態によれば、光ディスク再生装置１とＨＤＭＩ接続したテ
レビジョン受像機２の解像度／音声形式と、光ディスク再生装置１とＨＤＭＩ接続したア
ンプ３の解像度／音声形式とが不一致であった場合、テレビジョン受像機２とアンプ３と
が互いに対応していない解像度／音声形式の内容を表示させることができるので、ユーザ
にとっては、光ディスク再生装置１にＨＤＭＩ接続されるテレビジョン受像機２やアンプ
３の対応している解像度／音声形式を調べるのに取扱説明書を見る必要がなくなり、光デ
ィスク再生装置１の相手機器が何れの解像度／音声形式に対応しているかが直ぐに分かり
、メーカへの苦情の回避もできる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、ＤＶＤプレイヤ（光ディスク再生装置）、ＤＶＤレコーダ（光ディスク記録
再生装置）、ハードディスクレコーダなどの映像音声再生機器と、ＨＤＭＩ接続したテレ
ビジョン受像機などの映像音声出力機器との間に、アンプを接続して構成された映像音声
機器接続システムに利用可能であり、映像音声出力機器とアンプとの解像度／音声形式と
が不一致であった場合、互いに対応していない解像度／音声形式の内容を表示させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像音声機器接続システムの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】前記実施形態においてリモコンのキー配置の一例を示す図である。
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【図３】前記実施形態において当該機器が解像度／音声形式が対応していない場合にその
内容を表示させる処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　光ディスク再生装置（映像音声再生機器）
　２　　テレビジョン受像機（映像音声出力機器）
　３　　アンプ（増幅機器）
　１８　　表示部（表示手段）
　１９　　解像度／音声形式判定部（第１のＥＤＩＤ取得保存手段、第２のＥＤＩＤ取得
保存手段、ＥＤＩＤ比較手段、解像度／音声形式内容読取手段、コメント表示手段）

【図１】 【図２】
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